
お
知
ら
せ

◉
令
和
４
年
度
臨
時
職
員
募
集

勤
務
地
　
錦
江
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
本
所
（
事
務
所
）

就
業
期
間
　
令
和
４
年
10
月
１
日
～

令
和
５
年
３
月
31
日

勤
務
時
間　
８
時
～
17
時
ま
で
（
８

時
間
勤
務
）

休
日　
土
・
日
・
祝
日
及
び
年
末
年

始
休
暇
（
12
月
29
日
～
１
月
３
日
）

賃
金　
７
，
２
０
０
円 

／ 

日

保
険
制
度　

あ
り
（
雇
用
・
労
災
・

健
康
・
厚
生
）

申
込
受
付
期
間　
令
和
４
年
７
月
20

日
水
～
８
月
18
日
木
　
土
日
祝
日
を

除
く
８
時
～
17
時

申
込
場
所　
錦
江
町
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
本
所

試
験
日
時　
令
和
４
年
８
月
28
日
日

９
時
～

試
験
場
所
　
総
合
交
流
セ
ン
タ
ー
２

階　
中
会
議
室

採
用
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

錦
江
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９
４
‐
２
８
‐
３
４
４
４

令
和
４
年
９
月
17
日
土
、
か
の
や
グ

ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
（
鹿
屋
市
共
栄
町

12-

３
）
に
お
い
て
、「
介
護
職
場

シ
ニ
ア
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
」
及
び

「
介
護
の
職
場
就
職
面
談
会
」
を
開

催
し
ま
す
。

◉
介
護
職
場
シ
ニ
ア
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー

時
間
　
10
時
～
12
時
（
受
付
９
時
30

分
～
）

対
象
者　
概
ね
55
歳
以
上
で
、
受
講

後
に
お
い
て
介
護
分
野
へ
の
就
労
を

希
望
又
は
就
労
を
検
討
し
た
い
方

講
師　
社
会
福
祉
法
人
福
寿
会　
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ル
ー
ピ
ン
の
里

施
設
長　
福
留　
利
郎　
氏

定
員　
30
名
（
先
着
順
）

受
講
料　
無
料

申
込　
８
月
26
日
金
ま
で
に
申
込
書

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
職
員
募
集

を
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
郵
送

◉
介
護
の
職
場
就
職
面
談
会

時
間　
13
時
～
16
時
（
受
付
12
時
30

分
～
）

対
象
者　
介
護
等
職
場
へ
の
就
職
希

望
者

参
加
法
人　
20
法
人
（
予
定
）

参
加
料
　
無
料（
事
前
の
申
込
不
要
）

内
容　
県
内
の
介
護
職
場
の
人
事
担

当
者
と
就
職
希
望
者
が
、仕
事
内
容・

求
人
時
期
・
条
件
・
募
集
方
法
に
つ

い
て
個
別
に
面
談
を
し
ま
す
。
同
会

場
内
に
、
情
報
提
供
・
資
料
取
得
等

相
談
コ
ー
ナ
ー
設
置
有
り
。

お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
県
社
会
福
祉
協
議
会　
福
祉

人
材
・
研
修
セ
ン
タ
ー　

☎
０
９
９
‐
２
５
８
‐
７
８
８
８

司
法
書
士
制
度

150
周
年
を
記
念
し

て
、
司
法
書
士
に
よ
る
『
遺
言
・

相
続
』
に
関
す
る

無
料
相
談
会
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

実
施
日
時　

令
和

４
年
８
月
７
日
日

10
時
～
16
時
ま
で

実
施
方
法　

①
対
面
に
よ
る

面
談
相
談　

②
全
国
統
一
番
号

（
０
１
２
０
‐
３
３
‐
９
２
７
９
）

に
よ
る
電
話
相
談
（
当
日
の
み
通
話

可
能
）

面
談
相
談
会
場　
①
南
大
隅
地
区
司

法
書
士
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
錦
江

町
城
元
１
０
４
３
‐
４
）

予
約
方
法　
面
談
相
談
・
電
話
相
談

い
ず
れ
も
先
着
順
で
予
約
不
要

実
施
組
織　

鹿
児
島
県
司
法
書
士

会
、
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ

ル
サ
ポ
ー
ト
鹿
児
島
支
部

相
談
内
容
例
　
相
続
登
記
の
手
続
き

方
法
、
法
務
局
で
の
自
筆
証
書
遺
言

保
管
制
度
に
つ
い
て

問
鹿
児
島
県
司
法
書
士
会

☎
０
９
９
‐
２
５
６
‐
０
３
３
５

照
葉
樹
の
森
で
は
、
ク
ワ
ガ
タ
飼
育

や
工
作
な
ど
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
を

行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
家
族
や
お
友
達

と
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

❶
ク
ワ
ガ
タ
飼
育
教
室
　
７
月
23
日

土
、
７
月
24
日
日

❷
夏
休
み
工
作
教
室
　
８
月
７
日
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
照
葉
樹
の
森
管
理
事
務
所　
　

☎
０
８
０
‐
６
４
１
７
‐
６
５
１
８

照
葉
樹
の
森
イ
ベ
ン
ト
案
内

県
民
の
森
イ
ベ
ン
ト
案
内

台
風
に
備
え
た
サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病

県
民
の
森
で
は
、
親
子
で
楽
し
め
る
カ

ブ
ト
ム
シ
捕
り
や
薬
草
の
集
い
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
家

族
や
お
友
達
と
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

❶
カ
ブ
ト
ム
シ
捕
り
・
ク
ラ
フ
ト
体

験
フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ャ
ン
プ

７
月
29
日
金
～
30
日
土
定
員
10
家
族

❷
薬
草
の
集
い
　
サ
マ
ー

７
月
31
日
日

❸
カ
ブ
ト
ム
シ
捕
り
・
竹
お
も
ち
ゃ

作
り
と
清
流
で
の
水
遊
び
フ
ァ
ミ

リ
ー
キ
ャ
ン
プ

８
月
３
日
水
～
４
日
木 

定
員
10
家
族

参
加
費
、
応
募
期
間
な
ど
イ
ベ
ン
ト

の
詳
細
は
、
県
民
の
森
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
県
民
の
森
管
理
事
務
所

☎
０
９
９
５
‐
６
８
‐
０
５
５
７

鹿
児
島
県
交
通
事
故
相
談
所
で
は
、

大
隅
地
域
振
興
局
に
お
い
て
定
期
的

な
出
張
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

７
月
15
日
か
ら
８
月
ま
で
の
開
催
日

は
次
の
と
お
り
で
相
談
は
無
料
で
す
。

日
付
　
７
月
28
日
木
、８
月
12
日
金
、

８
月
25
日
木

時
間
　
10
時
30
分
～
14
時

※
受
付
は
13
時
30
分
ま
で

場
所 　
大
隅
地
域
振
興
局　
１
階

※
必
ず
事
前
の
ご
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
県
交
通
事
故
相
談
所 

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
５
２
６

基
腐
病
菌
は
、
水
を
介
し
て
ま
ん
延

す
る
た
め
、
水
が
停
滞
し
た
、
ほ
場

で
の
発
生
が
多
く
、
ま
ん
延
し
て
か

ら
で
は
被
害
を
抑
え
る
こ
と
が
難
し

く
な
り
ま
す
。
防
除
が
手
遅
れ
に
な

ら
な
い
よ
う
、
次
の
点
に
留
意
し
ま

し
ょ
う
。

❶
予
防
防
除
の
徹
底

植
付
け
35
日
頃
か
ら
ア
ミ
ス
タ
ー
20

フ
ロ
ア
ブ
ル
と
銅
剤
を
14
日
お
き
に

散
布
し
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
薬
剤
散

布
を
行
っ
て
い
な
い
、
ほ
場
に
お
い

て
は
、
天
気
予
報
で
大
雨
が
予
想
さ

れ
る
場
合
、
早
め
に
予
防
散
布
を
行

い
ま
し
ょ
う
。
農
薬
の
使
用
に
当

た
っ
て
は
、
使
用
基
準
を
遵
守
す
る

と
と
も
に
、
飛
散
防
止
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

❷
排
水
対
策
の
徹
底

降
雨
後
は
、
ほ
場
を
見
回
り
、
排
水

が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

問
県
庁
農
産
園
芸
課　

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
３
１
８
７

県
で
は
、
７
月
１
日
金
～
８
月
31
日

水
ま
で
の
期
間
、
夏
の
「
郷
土
に
学

び
・
育
む
青
少
年
運
動
」
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
体
験
活
動
や
地
域
行
事

へ
の
参
加
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用

の
家
庭
内
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
話
し

合
う
な
ど
、
家
庭
・
学
校
・
職
場
・

地
域
な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
青
少
年

育
成
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

問
県
庁
青
少
年
男
女
共
同
参
画
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
５
５
４

令和４年度住民税非課税世帯
等に対する臨時特別給付金

国の新たな対策（コロナ渦における「原油価格・
物価高騰等総合緊急対策」）として、令和４年度の
住民税非課税世帯に対して、１世帯当たり 10 万
円を支給します。ただし、令和３年度に給付を受
けた世帯は、対象となりません。

① 令和４年度 住民税非課税世帯

令和３年度住民税非課税世帯に該当しな 
かったが、世帯の全員が令和４年度分の住
民税均等割が非課税である世帯には、町か
ら確認書が届きますので、必要事項を記入
して返送してください。

② 家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、令
和４年１月以降の家計が急変し、住民税非
課税世帯相当の収入となった世帯（家計急
変世帯）は申請してください。

対象世帯 ※令和４年６月１日時点で錦江町在住

 ※ただし、①②ともに以下の世帯は除きます。

１．世帯の全員が住民税の課税されている人に扶
　　養されている世帯

２．世帯の中に住民税課税となる所得があるのに
　　未申告の人がいる世帯

３．すでに錦江町及び他市町村で「住民税非課税
　　世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受
　　けた世帯

※申請書等はホームページからダウンロードし
　てください。

◉ 問い合わせ先　　　
　 介護福祉課福祉チーム　☎ 22-3042

猫の不妊・去勢手術補助事業
飼い猫・野良猫も補助の対象となります

野良猫および飼い猫の不妊・去勢手術に対する
補助を下記のとおり実施いたします。予算に限
りがありますので、ご相談はお早めにお願いい
たします。

対象者▶町内に住所を有する個人および団体
対象経費▶猫の不妊去勢手術・耳カット・入院費等
補助金額▶対象経費の 90％で 1,000 円未満切捨て
　　　　  上限はオス８千円・メス 16 千円

◉手術を受ける前に
  ・動物病院に相談および予約
  ・猫の写真（顔正面・全身）を撮り、提出
  ・交付申請書と証明書（自治会長等の証明 )
    を提出

◉手術を受けた後に
  ・獣医師から手術実施証明書をもらう
  ・領収書のコピーを提出
  ・耳カット後の猫の写真（顔正面・全身） 
    を撮り、提出
  ・補助金請求書を提出（可能であれば通帳
    のコピーを添付）

申請方法手順 事前に申請書類の提出が必要です

  ・飼い猫も補助可能、手術可能な動物病院であ
    れば町外でも可。
  ・各団体や個人の、申請者ごとの年度内の手術
    頭数の制限は設けていません。
  ・予算上限に達した場合、次年度の実施をお願 
    いすることがあります。

その他注意事項

◉お問い合わせ先　　
　本庁　健康保険課　☎ 22-3044
　支所　住民生活課　☎ 25-2511

介
護
就
職
セ
ミ
ナ
ー
・
面
談
会

全
国
一
斉
『
遺
言
・
相
続
』
相
談
会

交
通
事
故
出
張
相
談
所
を
開
設

郷
土
に
学
び
・
育
む
青
少
年
運
動
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